
平成 20 年 3 月 1 日  
お詫びと修正のお願い  

 
当センターが平成 15 年 9 月に初版発行した「土壌汚染対策法に基づく調査及

び措置の技術的手法の解説」をご購入・ご使用いただいている方々にお知らせし

ます。  
同書には下記正誤表に記載の誤字誤植がありますので、ここにお詫びすると共

に、修正のうえご使用いただくようお願い申し上げます。  
 

 社団法人 土壌環境センター事務局  
 

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」正誤表  
 
 ▼P.11  1.6 節の 3 行目  
「知事は、その施行方法が」を「知事は、その施工方法が」に変更。  
▼P.11  1.6 節の 4 行目  
「対し、施行方法に」を「対し、施工方法に」に変更。  
▼P.30 下から 3 行目  
「30 ㎝格子単位」を「30 m 格子単位」に変更。  

   ▼P.67 上から 10 行目  
10 m「以深」を「以浅」に変更。  

▼P.95 上から 13 行目  
「処分法方法告示以外の」を「処分方法告示以外の」に変更。  

 ▼P.100 下から 4 行目  
「粘土層が互層上に」を「粘土層が互層状に」に変更。  
▼P.139 上から 17 行目  
「特定油外物質」を「特定有害物質」に変更。  
▼P.177 上から 3 行目  
「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」を「建設工事公衆災害防止  
対策要綱（建築編または土木編）」に変更。  

▼ Apendix2_1 (1)①の 1 行目  
「地下水中に侵入すると」を「地下水中に浸入すると」に変更。  
▼Apendix4_4 表 -1 

   「総水銀及びその化合物」を「水銀及びその化合物」に変更。  
▼Apendix6_3 下から 4 行目  

   「JIS K0097 の 7」を「JIS K0094 の 7」に変更。  
▼ Apendix10_3 下から 3 行目  

     「臭気等必要名事項」を「臭気等必要な事項」に変更。  


